
 

- 1 - 

 

条例の提案に対する意見の申出について（報告） 

 

 

 令和８年２月定例県議会に提案される福岡県文化芸術振興基金条例について、別

紙１のとおり福岡県知事から意見を求められたため、福岡県教育委員会の事務委任

等に関する規則（昭和４２年福岡県教育委員会規則第６号）第４条第１項の規定に基

づき、臨時代理により、別紙２のとおり回答しましたので、同条第２項の規定により報

告し、承認を求めます。 

 

 

 

 

令和８年２月２５日 

教    育    長 
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福岡県文化芸術振興基金条例の制定について 

 

 

１ 制定の理由 

  文化芸術の振興に関する施策に要する費用に充てるため、福岡県文化芸術振興

基金を設置するもの。 

 

 

 

２ 条例の概要 

  中長期的な文化芸術振興施策を可能とする財源の確保及び寄附等外部資金の

受け皿としての活用等を目的とした基金を設置し、その設置に関し必要な事項を

条例で定めるもの。 

   

 （１）基金の積立て 

    基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。 

 

 （２）基金の処分 

     以下の事業に要する費用に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分

することができる。 

① 文化芸術の振興のため寄附を受けて行う事業 

② 美術品の取得に係る事業 

③ その他設置の目的を達成するための事業 

 

 （３）福岡県立美術館美術品取得基金に属する現金は、基金に属するものとする。 

 

 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 
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福
岡
県
文
化
芸
術
振
興
基
金
条
例

　

（
設
置
）

第
一
条　

文
化
芸
術
の
振
興
に
関
す
る
施
策
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
地

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
福
岡
県
文
化
芸
術
振
興
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）

を
設
置
す
る
。

　

（
積
立
て
）

第
二
条　

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
定
め
る

額
と
す
る
。

　

（
管
理
）

第
三
条　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ

有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
運
用
益
金
の
処
理
）

第
四
条　

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上

し
て
、
基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
繰
替
運
用
）

第
五
条　

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の

方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り

替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
処
分
）

第
六
条　

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、

基
金
の
全
部
又
は
一
部
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一�　

文
化
芸
術
の
振
興
の
た
め
、
地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
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号
）
第
十
三
条
の
三
に
規
定
す
る
寄
附
を
受
け
て
行
う
事
業

　

二　

美
術
品
の
取
得
に
係
る
事
業

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
事

業

　

（
委
任
）

第
七
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
知
事
が
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
福
岡
県
立
美
術
館
美
術
品
取
得
基
金
条
例
の
廃
止
）

２　

福
岡
県
立
美
術
館
美
術
品
取
得
基
金
条
例
（
平
成
二
年
福
岡
県
条
例
第
十
五

号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

３　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
廃
止
前
の
福
岡
県
立
美
術
館
美
術
品
取
得
基
金
条
例

に
基
づ
く
基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
こ
の
条
例
に
基
づ
く
基
金
に
属
す
る
も
の

と
す
る
。
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